
事 務 連 絡 

令 和 ５ 年 ８ 月 ７ 日 

 

各都道府県 障害保健福祉主管部（局） 御中 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課地域生活・発達障害者支援室 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課心の健康支援室 

 

高次脳機能障害支援者養成研修カリキュラム及びテキストの周知について（依頼） 

 

平素より、障害福祉行政の推進にご尽力賜り厚く御礼申し上げます。 

令和２年度から４年度まで実施した厚生労働科学研究「高次脳機能障害の障害特性に応

じた支援者養成研修カリキュラム及びテキストの開発のための研究」において、障害福祉

サービス事業所等において高次脳機能障害の障害特性に応じた支援を実施できる支援者を

養成すること、また、全国にある支援拠点機関の実施する研修事業に活用することを目的

として、支援者養成研修カリキュラム及びテキスト並びに指導要領及び講義動画を開発い

たしました。 

各都道府県におかれましては、支援拠点機関に対し、本研修事業を実施する際における当

該研究の成果物の積極的な活用の検討について周知していただきますよう、よろしくお願

いいたします。なお、支援拠点機関が本研修事業を実施するために支出する費用について

は、高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業実施要綱第３事業内容（３）研

修事業の補助対象であることを申し添えます。 

 

記 

１ 研究名 

高次脳機能障害の障害特性に応じた支援者養成研修カリキュラム及びテキストの開

発のための研究 

研究代表者：深津 玲子(国立障害者リハビリテーションセンター 顧問） 

 

２ 研修カリキュラム及びテキスト等の活用についての相談先 

   国立障害者リハビリテーションセンター 高次脳機能障害情報・支援センター 

   U R L ：http://www.rehab.go.jp/brain_fukyu/data/results/r2-4 

   ＊研修パッケージの貸し出し方法等については別紙１及び２をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

【本厚労科学研究に関すること】 

○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活・発達障害者支援室 

障害福祉専門官（精神障害福祉担当）・金川 

電 話：03-5253-1111（内線）3104  メール：kanagawa-yousuke.5j4@mhlw.go.jp 

【高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業に関すること】 

○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神･障害保健課心の健康支援室 

障害保健係 

電 話：03-5253-1111（内線）3064  メール：shougai-hoken@mhlw.go.jp 

https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/163681
https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/163681
http://www.rehab.go.jp/brain_fukyu/data/results/r2-4
mailto:kanagawa-yousuke.5j4@mhlw.go.jp
mailto:shougai-hoken@mhlw.go.jp


高次脳機能障害支援者
養成研修テキスト

©厚生労働科学研究「高次脳機能障害の障害特性に応じた支援者養成研修カリキュラム及びテキストの開発のための研究（令和２～４年度）」
研究代表者 深津玲子（国立障害者リハビリテーションセンター）

国立障害者リハビリテーションセンター 企画・情報部
高次脳機能障害情報・支援センター 04-2995-3100（内線2594）
http://www.rehab.go.jp/brain_fukyu/

http://www.rehab.go.jp/brain_fukyu/data/results/r2-4

基礎編 実践編

高次脳機能障害者が暮らしやすい社会の実現を目指し支援手法の普及を図るため
支援者向け研修会を開催する機関にデータの貸出を行っています

【講義】

・認知症・発達障害との共通点と相違点

・小児期における支援

・長期経過とフォローアップ

・多職種連携・地域連携
チームアプローチの重要性

・多職種連携・地域連携
家族（きょうだい）支援・当事者家族会の活動

・コミュニケーション支援

・地域支援の実際 支援の実践的な枠組みと記録

・自動車運転再開支援

【演習】

・障害特性の理解と対応方法

・環境調整による支援と記録に基づく支援の評価

【講義】

・⾼次脳機能障害者基礎研修とは

・⾼次脳機能障害とは

・⾼次脳機能障害の診断・評価

・病院で⾏うリハビリテーション

・失語症とコミュニケーション支援

・制度利⽤

・相談支援

・⽣活訓練

・復職・就労移⾏支援

・⽣活と支援の実際

【演習】

・障害特性の理解

・障害特性に応じた支援

・⽣活訓練の実際

・復職・就労移⾏支援

研修会の企画・開催にご活用ください

別紙１

http://www.rehab.go.jp/brain_fukyu/
http://www.rehab.go.jp/brain_fukyu/data/results/r2-4


 

 

 

 

国立障害者リハビリテーションセンター 

高次脳機能障害情報・支援センター  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高次脳機能障害支援者養成研修会開催のための 

「研修パッケージ」貸出について 

障害福祉サービスに従事する職員等が、高次脳機能障害について知識を得て、同障害の障害特性

を理解し、日常的な支援における対応方法を習得することを目標として、令和２～４年度厚生労働

科学研究「高次脳機能障害の障害特性に応じた支援者養成研修カリキュラム及びテキストの開発の

ための研究」により、高次脳機能障害支援者養成研修パッケージが作成されました。 

＜研修パッケージの内容＞ 

・ PowerPoint テキスト（印刷配布用白黒版を含む） 

・ MP4 動画テキスト 

・ 指導要領・シラバス集 

・ FAQ リスト（過去の研修で出た質問と回答集） 等 

「高次脳機能障害支援者養成研修（基礎編・実践編）」研修パッケージについて 

 本カリキュラムを使用して研修会を開催される自治体・支援拠点機関等に、研修パッケージの貸

出を行っています（一部貸出も可）。 

 貸出を希望される場合は、下記の当センターウェブサイトから貸出申込書をダウンロードの上、

申込書記載の連絡先にお申し込みください。 

（URL：http://www.rehab.go.jp/brain_fukyu/data/results/r2-4/kashidashi） 

＜研修パッケージ使用上の留意点＞ 

・ 原則として、講師は主催者が依頼し、講義は PowerPoint テキストに沿って行ってくださ

い。講師が見つからなかった場合は、動画テキストの使用を可としますが、質疑応答について

は FAQ リストを参考に主催者が対応してください。 

・ 印刷代等必要経費の徴収は構いませんが、営利を目的とした利用はご遠慮ください。 

・ 貸与するテキスト等の著作権は研究者が保有しています。データについては、改変等を行わ

ずそのまま使用してください。ただし、研修指導要領やテキストに改変を可とする旨の記載が

あるものや、実例や追加情報について独自のスライドを追加することは構いません。 

研修パッケージの貸出について 

＜問い合わせ＞ 

国立障害者リハビリテーションセンター 

企画・情報部 高次脳機能障害情報・支援センター 

電 話: 04-2995-3100（内 2594） 

メール: hbd@rehab.go.jp 

別紙２

http://www.rehab.go.jp/brain_fukyu/data/results/r2-4/kashidashi
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